
環境影響評価に関する条例の手続の流れ（改正前）

事 業 者 県 市町・住民等

事前調査等の実施

の 作 成概 要 書

公告・縦覧（30日間） 県民
概

地元市町長 30日
要 概要書の内容の周知 地元市町

第１次住民意
書

見書
の 30日 地元市町長

第１次見解書の作成 地元市町長
作 審査・勘案

地元市町長意見
120日

成 環境影響評価審査
会の意見

等

調査項目の絞込み
関係地域の決定

概要書記載事項の検討 作成 地元市町長第１次審査意見書

手続きの終了 特別地域対象事業の特例 地元市町長

調 査 等 の 実 施

の 作 成準 備 書

規則別表第３の行為又は都市計画の案の縦覧

送 付 許認可権者
準

公告・縦覧(30 ) 県民日間
備

関係市町長
180日 45日

書
説 明 会 の 開 催 関係市町内

及
説明会の概要報告 第２次住民意

び 見書
関係市町長

評
30日 公 開催の公告 県民

価 聴 開催 関係市町長
30日 会 記録書の作成

書
第２次見解書作成 関係市町長

の
審査・勘案 関係市町長意見

作
環境影響評価審査

成
会の意見

等
準備書記載事項の検討 作成 関係市町長第２次審査意見書

行
配 慮 の 要 請 許認可権者

政
の 作 成評 価 書

指
公告・縦覧(15 ) 県民日間

導
関係市町長

工 事 着 手 の 届 出 通 知 関係市町長
事
業 環境保全措置の実施 関係市町長

審査
実 事後監視調査の実施

必要な措置を講ずる
施

環境保全措置の実施 ことを求める
段
階

工 事 の 完 了 届 通 知 関係市町長



環境影響評価に関する条例の手続の流れ（案 （改正後））
太字が変更箇所

事 業 者 県 市町・住民等

公表方法届事
県、市町送 付、インターネット公表業 配

慮 配慮書・要約書作成 県民・地元市町長の
書早

環境影響評価審査会の意見公表・周知・縦覧（30日間） 日 地元市町長意見期 に 30
係段 以内 配慮書住民意見書知事意見階 る
手の 意見公表続手

続
意見に対する見解、配慮の検討経緯

反映

事前調査等の実施

地元市町長送 付
概要書・ 作成要約書

県民
インタ ーネット公表

公表・周知・縦覧（30日間）概

30日以内要 説明会の開催

第１次住民意見書書
30日以内

に
地元市町長第１次見解書の作成

審査・勘案
係

120日
環境影響評価審査

地元市町長意見
る 以内

会の意見
手

続
調査項目の絞込み
関係地域の決定

事
概要書記載事項の検討 第１次審査意見書作成 地元市町長

業 調 査 等 の 実 施

許認可権者・関係市町長送 付
準備書・ の作成要約書

県民
イン ターネット公表

公表・周知・縦覧（30日間）
準に

備

書
45日以内係 説 明 会 の 開 催

に

第２次住民意見書180日
係 公 開催の公告

以内
聴 開催

る る
関係市町長30日以内 会 記録書の作成

手
関係市町長第２次見解書作成

関係市町長意見
続 審査・勘案

手 環境影響評価審査
会の意見

準備書記載事項の検討 第２次審査意見書作成 関係市町長
続

評
価 行
書 政
に 指許認可権者

配慮の要請
係 導評価書・ の作成要約書

県民・関係市町長
イン ターネット公表る

公表・周知・縦覧（15日間）
手
続

工 事 着 手 の 届 出 通 知 関係市町長

事 環境保全措置の実施 関係市町長
審査

事後監視調査の実施
業 必要な措置を講ずる

実 環境保全措置の実施 ことを求める

事後監視調査結果報告書作成施
県民公 表

インターネ ット公表段

階
工 事 の 完 了 届 通 知 関係市町長


